
令和８年度旧秋田県農業研修センター（大潟村）自家用電気工作物保安管理

業務委託特記仕様書

１ 委託の目的

電気事業法に定められた電気工作物の維持義務等の確保のために必要な保安業務を委託する

ものである。

２ 委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

３ 委託対象設備概要

１ 事業場の名称 旧秋田県農業研修センター（大潟村）

２ 事業場の所在地 南秋田郡大潟村字東一丁目１番地

３ 最大電力 ２４５ｋｗ

４ 設備容量 ４００ｋＶＡ

５ 受電電圧 ６６００Ｖ

６ 非常用予備発電装置（出力） ６４ｋｗ

７ 非常用予備発電装置（発電電圧） ２１０Ｖ

８ 業種 研修施設

４ 保安業務内容

次に掲げるとおりとする。

（１）電気工作物の維持及び運用が適正に行われるよう、指導・協議・助言を行うとともに、当

該電気工作物の巡視・点検・検査等の保安業務を定期的に行い、電気事業法関係法令に適合

しない事項があるとき又は保安上支障があると認めたときは、必要な指示又は助言を行う。

（２）当該電気工作物に停電等の障害が発生した場合は応急措置を指導するとともに、障害の原

因を究明し、再発防止措置等に関して必要な指示又は助言を行う。

（３）法令に定める官庁検査への立ち会いを行う。

５ 保安業務頻度

業務種別 頻 度 摘 要

月次点検 １回以上／月 主に運転中の施設を点検

※ただし、絶縁監視装置を取り付ける場

合は、隔月点検が可能

年次点検 １回以上／年 施設の運転を停止して点検を実施

停電等障害調査 必要に応じて随時

各種検査への立ち会い 必要に応じて随時

６ 実施報告

点検結果については、電気工作物月次点検報告書等を提出すること。


